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第１回 美里町総合計画審議会 生活環境部会  

会議録 

年 月 日 令和７年７月２９日（火） 

場 所 中央コミュニティセンター第２研修室 

審 議 開 始 時 間 午前・午後 ３時３０分 

出 席 委 員 石内鉄平委員（部会長）、秋庭博委員、横山健也委員、加藤彰子委員 

欠 席 委 員 なし 

出 席 職 員 

小野英樹下水道課長（幹事）、阿部伸二防災管財課長、 

遠藤孝光町民生活課長、伊藤雅典建設課長、齋藤寿水道事業所長 

田村太市下水道課課長補佐、岩渕竜也防災管財課課長補佐 

審 議 終 了 時 間 午前・午後 ４時１０分 

 

 

 審議開始                                         

－午前・午後 ３時３０分 開始－ 

 協議                                           

小野課長     本日は、お忙しいところ、美里町総合計画審議会生活環境部会に御参加頂きまして、誠にありがとうご

ざいます。ただ今から、第１回美里町総合計画審議会生活環境部会を開会いたします。部会長選任までの

間、会議を進行させていただきます部会幹事の下水道課の小野と申します。よろしくお願いいたします。

まず初めに、部会長選任の前に改めて委員皆様から、自己紹介をお願いします。 

 

≪委員自己紹介≫ 

 

小野課長   ありがとうございました。続きまして、町の職員を紹介させていただきます。 

 

≪職員自己紹介≫ 

 

小野課長   それでは、議事を進めます。部会長の選出についてです。美里町総合計画審議会条例第６条第３項の規定

により、委員の中から部会長を互選することになりますが、皆様いかがいたしましょうか。 

 

小野課長   自薦、他薦がないようであれば、事務局（案）を御提示してもよろしいでしょうか。 

 

      【異議なしの声】 

 

小野課長    それでは、部会長は石内委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

      【異議なしの声】       

 

小野課長   それでは、石内委員、部会長に選任されましたので、今後の議事の進行をお願いします。 
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石内部会長   宮城大学の石内と申します。よろしくお願いします。それでは、さっそく議事を進めてまいります。 

          部会長の職務代理の指名についてです。美里町総合計画審議会条例第６条第５項の規定により、部会長

が指名することとなっております。それでは、わたくしのほうから指名させていただきます。 

秋庭委員にお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

 

     【異議なしの声】        

 

石内部会長    それでは、部会長の職務代理者については、秋庭委員にお願いします。次に、第３期の計画審議に入り

ます。事務局から説明ありますか。   

        

小野課長      先ほど開催された審議会の全体会でお示ししております、基本構想と基本計画の各討議要綱という資料

を基に審議いただきます。基本計画については、生活環境に関する項目となります。具体的には、基本構

想で掲げる主要課題や各分野の基本的方向性を踏まえたうえで、生活環境に関する基本計画を構成する２

政策６施策について審議をお願いします。 

まずは、基本構想ですが、５つの主要課題のうち生活環境を主題とした主要課題はございませんが、各

分野における取組の基本的方向性といたしまして「暮らしやすさを実感できるまちづくり」を掲げており

ます。内容といたしましては、記載のとおりですが、平時において非常時を想定した防災等の取組の推進、

昨今社会問題として大きく取り上げられている道路、水道、下水道といったインフラの適切な管理、交通

安全、防犯といった日常における安全安心の取組と、ゴミ、環境美化といった日常の暮らしやすさを推進

することとしているところです。基本構想については、説明以上となります。 

 

石内部会長     ただ今、事務局から説明がありましたが、委員皆様から意見や確認したいことなどございますか。 

 

石内部会長    わたくしから１点、確認があります。全体会議で意向調査結果のヒートマップの説明もありましたが、

満足度があまり高くなかったように思います。災害に限った話ではなく「安心」という言葉が重要になる

かと思いますが、主要課題に生活環境がないことについて、基本計画審議におけるＫＰＩ設定等にも関係

すると思いますので、議論が進みやすいよう、少し何か補足ありますか。 

 

小野課長      本主要課題として明確に、安心や安全といった記載がないわけですが、例えば、主要課題である子育て

環境や、高齢化社会への対応を進める上では、日常における生活環境が関わってまいりますことから、本

部会の安全安心に関する項目にしっかり取り組むことで、そういった主要課題の解決を側面支援していく

というふうに考えております。 

 

石内部会長    はい、ありがとうございます。最初に、その辺のイメージの共有を私たち委員の中で行ったうえで、今

後の議論を進めていくのが良いかと思い、質問させていただきました。その他、何か御意見、御質問等ご

ざいますか。よろしいでしょうか。 

 

        【異議なしの声】 
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石内部会長    次に、第三期計画の内容の審議について、移りたいと思います。本部会では、基本計画の施策２１から

施策２６までについて、内容の審議を行います。 

         まず初めに、本日は、１回目の会議となりますので、資料の概要について説明をいただき、次回の部会

までに、膨大な資料となりますが、それぞれの委員がどのような着眼点で審議する準備をするかというと

ころのイメージを共有した形で、本日の会議を終わりたいというふうに考えております。 

事務局から基本計画に関する資料の構成、見方について説明をお願いします。 

 

小野課長     はじめに、政策施策については、第１編として政策「生活安全の確保」、第２編として政策「生活環境

の保全」の２つがございます。 

「生活安全の確保」の関連施策として非常時における安全、安心を確保する施策２１防災力等の強化、

日常生活における安全、安心を推進する取組として施策２２交通安全、防犯体制の確立、次に、「生活環

境の保全」の関連施策といたしまして、施策２３が道路等の基盤整備、施策２４がゴミ等の生活環境の保

全、施策２５が水道の安定供給、施策２６が下水道の普及促進となっております。 

次に、審議いただく各施策の取組内容について、施策２１を例として資料を御説明いたします。 

施策の目的は、１地域防災力の向上を図ります。としております。２として現状と課題を①から⑤まで

の項目を掲げています。その現状課題に対して３施策の展開といたしまして、①から⑤までがございます。

この①から⑤までの番号が、それぞれ連動する内容となっております。３施策の展開までの記載内容を確

認、議論いただきたいものです。 

次に、４施策の指標の欄が空欄となっていますが、①から⑤までの取組から、主要な指標といえる指標

の設定を審議いただくことになります。現行計画でも指標は設定しております。委員皆様の立場から様々

な御意見があるかと思います。施策の担当課としても、次回の部会会議までに、指標に関する参考資料を

お示ししたいと考えております。 

 

石内部会長     そうしますと、空欄の指標のところは、事務局として次回資料を示していただけることを念頭に、まず

は、文言とか、足りない視点がないか、といったところを、委員皆様方と審議していく。委員皆様、よろ

しいでしょうか。 

 

      【異議なしの声】 

 

石内部会長    全体会では、時間の都合上十分に確認できませんでしたが、意向調査の結果からの課題整理や、ＫＰＩ

の設定、現行計画の達成率とかも見ていく必要があるかと思います。例えば、なぜ、現行計画では指標を

達成できなかったのか、というところの課題ですね。もしも、関連する資料等がありましたら、次回、示

していただければ議論もしやすくなるかなと思います。 

まずは資料よく見る時間が必要だと思いますので、読んでいただいて、次回、施策ごとに個別に審議し

てまいりたいと思います。本部会は、人数が４人と少ないこともありますので、特に、委員皆様のそれぞ

れの専門分野から、大きな基本的な方向に対して、関連する施策の取組をイメージし進めていければとい

うふうに考えております。 

 

石内部会長     それでは、本日の議事は終了となります。次回８月１９日に向けて、事前に、御確認いただき、当日は、
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御意見等をいろいろと挙げていただき、それを、しっかりと整理していきたいというふうに考えており 

ます。それでは、議事の一切を終了します。大変お疲れ様でございました。 

 

小野課長     長時間の審議、大変お疲れ様でした。次回の会議の開催案内は改めて、企画財政課から通知いたすこと

としております。以上を持ちまして、第１回美里町総合計画審議会生活環境部会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

 審議終了                                         

－午前・午後 ４時１０分 終了－ 

 

 

                        作成者 下水道課 小野 英樹   

 

 

 

 

 


